
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 落合環状線他１線道路改良工事 

 契約変更後の工事概要 

    ・道路土工    一式       ・舗装工     一式 

    ・縁石工     一式       ・道路付属施設工 一式 

    ・構造物撤去工  一式       ・仮設工     一式 

         

 設計変更の理由 

 

1. 道路土工の変更 

掘削残土が根混じりであったため、ポートアイランド沖での受け入れを拒否された。その

ため、残土の処分先の変更を行った。 

2. 舗装工の変更 

高温常態化対策の一環として、交差点の歩行者溜まりに特殊ブロック（減CO2ブロック）

を敷設する範囲を追加した。 

また、施工範囲の一部で雨水幹線に支障するため、舗装構成の変更および視覚障害者誘導

をブロックからシールへの変更を行った。 

3. 道路付属施設工の変更 

施工通知の結果、関西電力の埋設物がガードパイプの根入部に支障するため、土中式か

ら布基礎式への変更を行った。 

特殊ブロック（減CO2ブロック）を敷設する箇所に憩いのベンチを2台設置するため追加

を行った。 

4. その他 

 現地精査の結果により、現地の地形等条件に応じた施工数量の増減が発生した。 

 


